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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年７月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１０月２６日 ０２時３５分ごろ 

発生場所 東京都新島村新島南方沖 

新島村所在の新島灯台から真方位１７５°２.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°１７.４′ 東経１３９°１６.５′） 

事故調査の経過 平成２４年１１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 作業船 新世
しんせい

丸、６９７トン 

   １３７００３、新日本海事株式会社（船舶所有者）、共栄マリ 

ン株式会社（船舶管理会社） 

   ６０.９８ｍ×１１.８０ｍ×５.４５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、２,９４２kＷ（合計）、平成１３年３月

１４日 

Ｂ 漁船 金毘羅
こ ん ぴ ら

丸、１２トン 

   ＳＯ２－５０９２（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９９ｍ（Lr）×３.８３ｍ×１.３４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３５６.７０kＷ、平成３年２月１９日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５４歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５７年１１月２２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年７月９日 

    免状有効期間満了日 平成２５年１１月２４日 

航海士Ａ 男性 ２９歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２３年１０月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１０月１４日 

    免状有効期間満了日 平成２８年１０月１３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 昭和６２年８月２４日 

    免許証交付日 平成２３年９月２６日 
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           （平成２９年８月２３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部ブルワーク擦過傷 

Ｂ 船首部外板に亀裂及び破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか８人が乗り組み、新島南南西方沖

において、南南西に向首して機関を中立運転とし、発光器付きの立方

体型ブイ（以下「ブイ」という。）が３か所に設置された新島南方沖

の試験海域を警戒中、単独で船橋当直中の航海士Ａが、平成２４年１

０月２６日０２時０５分ごろ南東方約５Ｍにブイへ接近する２隻の漁

船を認めた。 

 航海士Ａは、２隻の漁船へ針路変更を促すため、２隻の漁船の前路

に向けて東南東進し、その後も進路を変更することなくブイへ接近す

る２隻の漁船に対してＶＨＦ及びサーチライトで注意喚起を行ったも

のの、進路に変化が見られず、１隻目の漁船との距離が約３Ｍとなっ

たので、過度の接近を避けるために停船した。 

 航海士Ａは、１隻目の漁船が３か所に設置されたブイのうち、東側

に設置されたブイ（以下「本件ブイ」という。）の東方を至近距離で

通過後、後続のＢ船が１隻目の漁船よりも本件ブイへ接近する進路で

航行していたので、機関を微速力前進としてＢ船の前路に向けて東進

した。 

航海士Ａは、サーチライトをＢ船の前路に照射し、注意喚起を行っ

ていたところ、Ｂ船がＡ船に向けて接近していることに気付き、機関

を半速力前進としてＢ船の船首方を通過しようとしたが、０２時３５

分ごろ、新島南方沖において、Ａ船の右舷船尾部とＢ船の船首部とが

衝突した。 

 船長Ａは、航海士Ａから報告を受けて昇橋し、Ａ船の右舷方で停船

していたＢ船が航行を始めたので、ＶＨＦでＢ船を呼び出したものの

応答がなく、Ａ船から遠ざかり、その後、夜が明けてから損傷状況の

確認を行い、船舶所有者及び海上保安庁へ通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、００時０５分ごろ東京都三宅村

阿古漁港を出港し、同漁港付近の水深の浅い海域（以下「本件海域」

という。）を通過後、速力約７ノットで新島と新島村式根島間に向け

て北西進した。 

 船長Ｂは、本件海域を無事に通過したことで安心し、操舵室の左舷

側に配置された操縦席の椅子に腰を掛け、開けてあった左舷側の窓に

左肘を置いた姿勢で自動操舵により操船中、眠気を感じ始め、椅子に

腰を掛けた姿勢でいたところ、いつしか居眠りに陥った。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で目が覚めてＡ船と衝突したことに気付き、

直ちに機関を後進としてＡ船から離れた。 
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 船長Ｂは、停船後、様子をうかがっていたＡ船に動きが見られず、

Ｂ船よりも大きいＡ船には損傷がなかったのであろうと思い、静岡県

下田市下田港沖の漁場に向けて航行を開始し、操業後、下田港に帰港

した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 その他の事項 

 

 ブイは、１６日ごろに北緯３４°１７′５４″東経１３９°１６′

１５″、北緯３４°１７′５４″東経１３９°１６′１９″及び北緯

３４°１７′１２″東経１３９°１６′２２″の３か所に設置されて

いたが、本事故当時、潮流等の影響により、それぞれ約４００ｍ西方

に移動していた。 

航海士Ａは、過去に注意喚起を行っても無視する漁船を何度も見て

いたので、今回も同じようにＢ船がＡ船に気付いているのに注意喚起

を無視し、本件ブイを至近距離で避けるのであろうと思っていた。 

航海士Ａは、平成２４年７月３日から本船に乗り組んでおり、船員

としての経験は通算で約１０か月であった。 

航海士Ａは、過去に汽笛をほとんど鳴らしたことがなかったので、

本事故当時、注意喚起の手段として汽笛の吹鳴を思い付かなかった。 

 航海士Ａは、夜間の単独での船橋当直を行うに当たり、不安はなか

った。 

 航海士Ａは、ふだん、急激に機関を増速しないように指導されてい

た。 

 船長Ｂは、本事故当時、新島と式根島間までそれほど時間がかから

ないと考え、レーダーを３Ｍレンジで表示し、自動衝突予防援助装置

（ＡＲＰＡ）を使用していなかった。 

 船長Ｂは、本事故発生場所が試験海域に設定され、ブイが設置され

ていることを知らなかった。 

 船長Ｂは、ふだん、船橋当直中に眠気を感じた際、身体を動かした

り、コーヒーを飲んだりするなどして眠気を覚ますようにしていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、新島南方沖において、ブイの設置された試験海域を警戒

中、航海士Ａが、右舷前方から本件ブイへ接近するＢ船の前路に接近

する針路とした後、サーチライトをＢ船の前路に照射して注意喚起す

ることに注意を向けて航行していたことから、Ｂ船がＡ船に向けて接

近していることに気付いた際、機関を半速力前進としてＢ船の船首方

を通過しようとしたが、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、新島南方沖を自動操舵で北西進中、船長Ｂが居眠りに陥っ
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た状態で航行を続けていたことから、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

 船長Ｂは、本件海域を無事に通過した安心感から気が緩んだこと、

及び眠気を感じた際、居眠り防止措置を採らずに椅子に腰を掛けた姿

勢で操船を続けたことから、居眠りに陥ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、新島南方沖において、Ａ船がブイの設置された試

験海域を警戒中、Ｂ船が自動操舵で北西進中、航海士Ａが、右舷前方

から本件ブイへ接近するＢ船の前路に接近する針路とした後、サーチ

ライトをＢ船の前路に照射して注意喚起することに注意を向けて航行

し、また、船長Ｂが居眠りに陥った状態で航行を続けていたため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 Ａ船の船舶管理会社は、本事故後、次の安全対策を講じた。 

・事故の再発防止のために「警戒業務及び衝突防止策」及び「本船

で可能なすべての注意喚起の手段」を操舵室内に掲示し、船橋当

直者に対する指示を明確にした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、船長への報告を密に行うこと。 

・船橋当直中に眠気を感じた場合は、椅子から離れて身体を動かし

たりするなどして眠気を払うこと。 

 


